
鹿児島市スポーツ振興協会ノートパソコン機器等賃貸借契約に係る入札仕様書 

 

１ 契約の内容 

  機器の賃貸借（２のとおり） 

 

２ 機器の賃貸借 

 （1）賃貸借期間 

   ア 契約期間 

     契約締結の日から令和１２年３月３１日まで 

   イ 準備期間 

     契約締結の日から令和７年３月３１日まで 

     ※準備期間は、用品調達を行う期間であり、賃貸借期間は含まれない。 

   ウ 履行期間 

     令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（６０月） 

   エ 受け渡し期限 

     令和７年３月３１日（月）１５時まで 

 （2）対象機器 

品名 数量 

ノートパソコン １２台 

光学式マウス １２個 

   ※詳細については、別添え「ノートパソコン機器等仕様」のとおり 

（3）納入場所 

   鹿児島市山下町１５番１号（公益財団法人鹿児島市スポーツ振興協会事務所） 

納品に関する詳細事項は、鹿児島市スポーツ振興協会担当者と協議のうえ、

決定すること。 

 

３ 入札 

 （1）入札価格 

賃貸借期間を６０月として１月あたりの金額を算定し、１月分の賃貸借料を

見積もること。（ただし、消費税額及び地方消費税額は含まないこととする。） 

なお、賃貸借料の中には、初期不良による交換・修理に係る経費、納入等に

係る経費、賃貸借期間満了後の機器の撤去に係る経費、公租公課、動産総合保

険料などの必要な経費をすべて見込むこと。 

 



４ 契約の締結 

 （1）賃貸借料 

落札価格に消費及び地方消費税の税率を乗じて得た額（円未満切捨て）とす

る。 

 （2）契約の締結 

賃借人と落札業者（以下、「賃貸人」という。）は、落札決定通知を受けた日

から５日以内（土曜日、日曜日及び休日を除く。）に、賃貸借料及びこの入札仕

様書の内容を記載した契約を締結する。 

 （3）損害保険への加入 

賃貸人は、物品に関し、賃貸借期間中継続して動産総合保険を締結するもの

とする。 

 （4）保守契約 

本契約に、保守契約は含まない。賃貸借開始日から１年間は無償保証とし、

その後の故障等については、賃貸人は都度有償で対応するものとする。 

 （5）信義誠実なる契約履行義務 

賃貸人は、賃借人と共に契約の目的を達成するため、契約に定める条項を、

審議を重んじ、誠実に履行する。 

 

５ 賃貸借料の支払い 

 （1）賃貸人は、賃借人に対し当該月の賃貸借料の請求を翌月１０日までに行うもの

とする。 

 （2）賃貸人は、適法な請求書を受領した日の翌月１０日までに賃貸借料を賃貸人に

支払うものとする。なお、支払方法は、賃貸人と協議の上決定する。 

 

６ 秘密保持 

 （1）賃貸人は、契約履行に当たって知り得た賃借人の業務上の秘密を洩らし、また

はほかの目的に使用してはならない。 

 （2）（1）の秘密保持に関する義務は、契約の終了または解除後も継続するものとす

る。 

 

７ 損害補償 

 （1）賃借人は、賃貸人の故意又は重過失によって、賃借人へ損害を与えた場合は、

その賠償を賃貸人へ請求できる。 



 （2）賃貸人は、賃借人の故意又は重過失によって、賃貸人へ損害を与えた場合は、

その賠償を賃借人へ請求できる。 

 

８ 権利義務の譲渡禁止 

賃貸人は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて

はならない。 

 

９ 契約の解除 

  ① 賃借人は、必要があるときは原則として、３か月前に文書で相手方に通知す

ることにより、この契約を解除できるものとする。 

  ② 賃借人又は賃貸人は、相手方が正当な理由なく、契約の条項に違反したとき

は、文書で通知することにより、この契約を解除することができるものとす

る。この場合は、賃借人又は賃貸人は、これによって被る相手方の損害につ

いては、その責めを負わないものとする。 

  ③ ①または②により、契約を解除する場合の賃貸借料の積算方法及び金額につ

いては、賃借人と賃貸人が別途協議のうえ決定するものとする。 

 

１０ 協議 

   契約に関して疑義が生じた事項は、賃借人と賃貸人が協議の上、定める。 


